
水道つなぐ

秩父市別所538番地

（図1）検針票の見方

お客様の情報を識別する番号です。水道局へお問い合わせいた
だく際に便利です。

調定してお客様に請求する月を表しています。調定（ちょうて
い）とは、内容を調査し、収入金額を決定する行為のことを言
います。

この欄には、お使いのメーター情報等が記載されています。
メーターの口径は、宅内へ給水する水道管の太さによって変わ
ります。

水道料金と下水道使用料の合計が請求されます。

納付書払いの方は納付期限が、口座振替払いの方は振替日が記
載されます。

クレジットカード払いへ変更する手続きの際に必要な番号です。

初回は全ての方が納付書でのお支払いとなります。２回目以降
口座振替やクレジット払いを希望される方は、変更のお手続き
が必要です。なお、口座振替払いへ変更された方は、以降この
欄には前回請求に対する領収書が表示されるようになります。


